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１．航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本航空協会所有の三田式３型改１ＪＡ２１４７は，昭和４９年８月１８日１０時４５分ごろ， 

妻沼滑空場においてえい航が中断され，落着気味の接地となり中破したが，操縦者（同乗者な 

し）は異常なかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和４９年８月１９日～２０日　現場調査

１．３　関係者からの意見聴取

昭和５０年３月３日　意見聴取



２．認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ２１４７は，関東学院大学体育部航空部員１名がとう乗し，昭和４９年８月１８日１０時

４４分ごろ，ウインチえい航により妻沼滑空場を離陸した。

同機が，高度約５メートル，対気速度約７０キロメートル毎時に達した時，ウインチ運転者 

は索切れのような衝撃を感じたため，ウインチの動力を切った。

同時に，操縦者はえい航索から離脱し，機首下げ操作を行い着地したが，落着気味の着地と 

なった。

２．２　人の死亡，行方不明又は負傷

なし

２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊

損壊なし。

２．５　乗組員に関する情報

操縦者　昭和２３年１１月１７日生

技能証明　自家用操縦士

第３５１９号

限定滑空機上級

航空身体検査証明　第３種航空身体検査

証明書

第３１４００２６９号

総飛行時間　１４３時間３分



２．６　航空機に関する情報

型式　三田式３型改１

耐空証明　耐空検査員耐空証明書

第４９‐２１‐５号

登録証明　運輸省航空機登録証明書

第１８５７号

総飛行時間　１７２時間３３分

（回数）　（１，５９０回）

２．７　気象に関する情報

操縦者の口述によると，事故当時の気象は次のとおりであった。

風向　北

風速　１～２メートル／秒

視程　１０キロメートル

２．８　航空機またはその部品の損壊に関する情報

脚取付部構造材に曲りを生じた。

２．９　その他必要な事項

事故後，えい航索は切断されておらず，また，えい航ウインチにも異常なかった。

３．事実を認定した理由

３．１　解析

調査の結果，えい航索は切断されておらず，えい航用ウインチにも異常なかった。

これらのことから，ウインチ運転者がえい航中に感じた索切れのような衝撃は，えい航索が 

滑空場の草に絡んだまま展張され，それがえい航によって外れたことによるものと考えられる。

ウインチ運転者が，索切れのような衝撃を感じ，ウインチの動力を切ったと同時に，操縦者 

はえい航索を離脱したが，その時点では当該機の高度は約５メートル，対気速度は約７０キロメ 

ートル毎時で，機首上げ姿勢であったため，落着気味の着地となったものと推定される。



４．結論

(1)　操縦者は，適正な資格を有していた。

(2)　航空機は，適正な耐空検査員耐空証明書を有していた。

(3)　えい航索およびえい航用ウインチは異常なかった。

(4)　事故当時の気象は，事故に関連なかった。

(5)　えい航中，ウインチの運転者およびJA214 7の操縦者は，索切れのような衝撃を感じた。

(6)　えい航索が，滑空場の草に絡んだ状態で，えい航されたものと推定された。

(7)　ウインチの動力は切られ，同時に操縦者はえい航索から離脱し，機首下げ操作を行った。

(8)　車輪取付部に歪を生じた。

原因

この事故は，えい航索が滑空場の草に絡んだ状態で展張され，それがえい航中に外れたこと 

により，浮揚直後にえい航が中断されたことによるものと推定される。


